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H30.09 「社会資本整備審議会 河川分科会 大規模広域豪雨を踏まえ

た水災害対策検討小委員会」を設置

⇒新たな課題に対する対応策の検討・推進

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定

•平成30年7月豪雨をはじめ近年各地で大水害が発生していることを受け、大規模広域豪

雨を踏まえた水災害対策検討小委員会で、新たな課題に対する対応策等が検討され、緊

急対策がまとめられた答申が公表された。答申を受け国土交通省では「水防災意識社会」

の再構築に向けた緊急行動計画を改訂した。

H29.12 土砂・流木対策を追加

※「中小河川緊急治水対策プロジェクト」発表

水防災意識社会の再構築に向けた取組を制度化、行動計画を作成

※H29.05 水防法等の一部を改正する法律公布

※H29.06 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を公表

H27.12 「水防災意識社会再構築ビジョン」策定

H28.08 中小河川に拡大することを決定

H27.09 平成27年9月 関東・東北豪雨

H28.08 北海道・東北地方を襲った一連の台風

H29.07 平成29年7月 九州北部豪雨

H30.07 平成30年7月豪雨

H30.12 「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について

～複合的な災害にも多層的に備える緊急対策～ 答申」を公表

PDCAサイクルにより、

取組を充実し加速

※H31.1 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を改訂

H30.7

豪雨

【平成30年7月豪雨の特徴】

� 長時間の豪雨かつ土砂･洪水氾濫など複

合的な要因により面的に広い範囲で甚大

な人的被害や社会経済被害が発生

� 切迫感を感じられない等の理由から避難

を決断できず逃げ遅れた住民

� ライフラインや交通インフラが被災した

ことで地域の防災機能や社会経済機能な

どに影響が発生

平成平成平成平成30303030年年年年7777月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた減災対策減災対策減災対策減災対策にににに係係係係るるるる取組方針取組方針取組方針取組方針のののの見直見直見直見直しししし

【対策方針】

� 関係機関の連携によるハード対策の強化

� 多くの関係者の事前の備えと連携の強化

により、複合的な災害にも多層的に備え、

社会全体で被害を防止・軽減させる対策

の強化
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定

平成30年7月豪雨をはじめ近年各地で大水害が発生していることを受け、社会全体で洪水

に備える「水防災意識社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため2020年度目途

に取り組むべき緊急行動計画を改定。

出典：「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定
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（参考）大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について

平成30年12月「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について答申」にて大規

模広域豪雨を踏まえた水災害対策の基本的な考え方がとりまとめられた。

【水災害対策の基本的な考え方】

関係機関の連携によるハード対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活用し、多くの関係者の事前

の備えと連携の強化により複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強

化を緊急的に図る。

出典：大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について答申（概要） 3
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要配慮者利用施設における避難確保計画作成状況

H30.3.31時点

○要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「訓練」が義務化されました。

・水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、洪水による浸水が想定される

区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設について、避難確保計画

の作成及び訓練の実施が義務化されました。

「水防法等の一部を改正する法律」の施行説明会資料

URL:http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo02_tk_000001.html

水防法水防法水防法水防法
避難行動の避難行動の避難行動の避難行動の

策定策定策定策定
計画に基づく避計画に基づく避計画に基づく避計画に基づく避
難訓練の実施難訓練の実施難訓練の実施難訓練の実施

改正前 努力義務 努力義務

改正後 義務 義務

○国土交通省では、2021年（令和3年）までに作成率を100％とし、逃げ遅れによる人的被害
ゼロの実現を目指しています。
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都道府県都道府県都道府県都道府県
要配慮者利用施要配慮者利用施要配慮者利用施要配慮者利用施

設設設設数数数数
避難確保計画作避難確保計画作避難確保計画作避難確保計画作
成済み施設数成済み施設数成済み施設数成済み施設数

作成率作成率作成率作成率

全国 50,481 8,948 17.7%

中国地方 4,117 737 17.9%

岡山県 1,440 36 2.5%



防災教育の促進

○平成○平成○平成○平成29年度に国管理河川の全ての年度に国管理河川の全ての年度に国管理河川の全ての年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関する支援を協議会において、防災教育に関する支援を協議会において、防災教育に関する支援を協議会において、防災教育に関する支援を

実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手

○平成○平成○平成○平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を

含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

〔 〕

平成28年度より、28校におい

て指導計画の作成支援を先行
して実施

・平成29年度中に、国管理河川の全ての129協議会において、防災

教育に関する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定
し、平成30年度末までに、防災教育に関する指導計画を作成できる

よう支援

・国の支援により作成された指導計画を都道府県管理河川を含む
協議会に関連する市町村の全ての学校に共有

学習指導要領改訂

平成29年3月31日

引き続き、防災教育の実施を支援

(平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の周知・徹底・移行期間)

(平成29年3月31日に改訂された

新学習指導要領の全面実施)

防災教育ポータル
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

防災教育ポータルにて学校で授業を行う先生方をはじめ、

皆様に防災教育に取り組んでいただく際に役立つ情報・コンテンツとして、
国土交通省の最新の取組内容や授業で使用できる教材例・防災教育の

事例など8機関75サイトを紹介しています。

防災教育の進め方等に関する、右図のような手引き・ガイドライン等を

紹介しています。 6



メディア連携分科会の設置
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指定洪水予警報及び土砂災害警戒情報への警戒レベルの追記について

8

○岡山河川事務所、岡山県と岡山地○岡山河川事務所、岡山県と岡山地○岡山河川事務所、岡山県と岡山地○岡山河川事務所、岡山県と岡山地

方気象台は、令和元年５月２９日から方気象台は、令和元年５月２９日から方気象台は、令和元年５月２９日から方気象台は、令和元年５月２９日から

指定河川洪水予報及び土砂災害警指定河川洪水予報及び土砂災害警指定河川洪水予報及び土砂災害警指定河川洪水予報及び土砂災害警

戒情報と警戒レベルの関連を明確化戒情報と警戒レベルの関連を明確化戒情報と警戒レベルの関連を明確化戒情報と警戒レベルの関連を明確化

し、住民の自主的な避難判断を支援し、住民の自主的な避難判断を支援し、住民の自主的な避難判断を支援し、住民の自主的な避難判断を支援

するため、参考となる警戒レベルをするため、参考となる警戒レベルをするため、参考となる警戒レベルをするため、参考となる警戒レベルを
追記して発表します。追記して発表します。追記して発表します。追記して発表します。



� 国・県それぞれにおいて組織している減災対策協

議会を水系全体として統合（下流から上流までの

市町村が協議会構成委員となる）

� ダム管理者等を構成機関に加え、関係機関が連

携・協力を図りつつ、取組をさらに加速する

� 倉敷市、岡山県、岡山河川事務所が連携して、

ハード・ソフト対策を一体とした「真備緊急対策

プロジェクト」を検討し、着実に推進する

� 水系内のダム操作の検証を踏まえた操作方法の見

直しの検討や、水系一貫の様々な関係機関が連

携・協力して「防災・減災対策」にあたるために

「多機関連携型タイムライン」を検討し運用する

� タイムラインの検討・運用は自治体、交通事業者、

ライフライン事業者、報道、国、県等で実施

吉井川・旭川・高梁川水系大規模氾濫時の減災対策に係る取組方針の見直し

高梁川・吉井川・旭川水系大規模氾濫時の減災対策に係る取組方針を見直す。

【取組方針見直しに関する主な内容】

� 国・県の減災協議会統合に伴う規約の
改正

� 緊急行動計画（改訂版）等を踏まえた
取組項目の追加

【岡山三川の減災に係る取組方針見直し

の特徴】

�下流から上流まで水系一体を対象に流

域関連自治体を構成委員とした協議会

であること

�河川管理者や自治体のみならず、流域

の減災対策に係るダム管理者を協会構

成委員に追加し、ダムに係る取組を検

討すること等

真備部会

防災行動計画検討部会

高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会
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「真備緊急治水対策プロジェクト」の行動計画（アクションプラン）の概要
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① 上流ダム群の効果の検証：平成30年7月豪雨時には上流５ダム（千屋、高瀬川、河本、三室川、新成羽川）の洪水調節等により、高梁地点で約６０

cm、日羽地点で約６０cm、酒津地点で約３０cmの水位を低下。

② 事前放流の検討：各ダム管理者において、事前放流の実施等、さらなる運用の改善を検討。その結果、今年の出水期に事前放流を実施するのは、
岡山県管理４ダム（河本ダム等）に加え、新たに新成羽川ダム（中国電力）で実施予定。さらに、小阪部川ダム（中国四国農政局）では運用水位を低

下させ、洪水期の空き容量を増加。
③ 事前放流の効果：平成30年7月豪雨時に、各ダムで事前放流を実施した場合、更に日羽地点で約２０cm、酒津地点で約１０cmの水位を低下可能と

推計。

高梁川上流ダム群の効果と事前放流について

① 上流ダム群の効果（平成30年7月豪雨時）

② 各ダム管理者による事前放流等の検討状況

■事前放流等運用改善の

可能性のあるダム位置図

ダム管理者ダム管理者ダム管理者ダム管理者 事前放流等の実施内容事前放流等の実施内容事前放流等の実施内容事前放流等の実施内容

中国電力㈱

【事前放流】
(新成羽川）

• 新成羽川ダム上流域における予測雨量（気象庁配信39時間先まで）と実績累積雨量の合計が

110mm※を超えることを2回確認(3時間毎)した際、事前放流を実施
※ ダム下流で洪水による被害の発生が推定される雨量

• 渇水リスクを考慮し設定した目標水位（EL225.0m）まで低下させる

• 仮に平成30年7月豪雨で事前放流を実施した場合、ダム貯水位を約3.9m低下させ、約1,100万

m3（河本ダムの貯水容量に相当）の空き容量を確保可能

岡山県

【事前放流】
(千屋、高瀬川、河本、

三室川）

• 河本ダムにおいては、大きな洪水が予想される場合、予め例年より低い水位に下げておくこと

により、空き容量を増加（7～9月で3m程度）

• その他のダムについても、引き続き事前放流を検討

中国四国農政局

【水位運用見直し】

（小阪部川）

• 例年より低い水位に下げておくことにより、洪水期において空き容量を増加 （7～9月で平均７m

低下）

■各地点（水位観測所）の水位(m)、効果

• 平成30年7月豪雨を受け、各ダム管理者においてダムの運用改善について検討。

• 今年の出水期から実施する方向で調整中。

※ 高梁、日羽地点の水位は岡山県により推計、酒津地点は国交省により推計（精査中）

■各地点（水位観測所）の水位(m)、効果

ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）

（千屋、高瀬川、河本、

三室川、新成羽川）

事事事事前前前前放放放放流流流流ししししたたたた場場場場合合合合（（（（推推推推計計計計））））

（千屋、高瀬川、河本、

三室川、新成羽川）

日羽 35.335.335.335.3 35.135.135.135.1 約約約約20cm20cm20cm20cm低低低低下下下下

酒津 11.111.111.111.1 11.011.011.011.0 約約約約10cm10cm10cm10cm低低低低下下下下

※ 岡山県、中国電力の各ダムの放流データを元に、国交省により推計（精査中）

ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）ダム調節後（実績）
（千屋、高瀬川、河本、

三室川、新成羽川）

ダムがダムがダムがダムが

なかった場合なかった場合なかった場合なかった場合

（推計）（推計）（推計）（推計）

水位低下効果水位低下効果水位低下効果水位低下効果

高梁 62.462.462.462.4 63.063.063.063.0 約約約約60cm60cm60cm60cm低下低下低下低下

日羽 35.335.335.335.3 35.935.935.935.9 約約約約60cm60cm60cm60cm低下低下低下低下

酒津 11.111.111.111.1 11.411.411.411.4 約約約約30cm30cm30cm30cm低下低下低下低下

③ 事前放流による効果（平成30年7月豪雨時）

新成羽川ダム
しんなりわがわ

河本ダム
こう もと

三室川ダム
み むろがわ

高瀬川ダム
たか せ がわ

千屋ダム
ち や

小阪部川ダム
お さかべ がわ

：岡山県岡山県岡山県岡山県

：中国電力：中国電力：中国電力：中国電力

：農政局：農政局：農政局：農政局

凡 例
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「高梁川水害タイムライン」イメージ

今後のスケジュール

◆日時：3月11日 ◆場所：サンロード吉備路 （総社市）

◆出席者・検討会 構成メンバー

<沿川自治体>

倉敷市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・矢掛町

<ライフライン>

（一社）岡山県LPガス協会・西日本電信電話（株）岡山支店

<公共交通機関>

西日本旅客鉄道（株）岡山支社・井原鉄道（株）・水島臨海鉄道（株）・（公社）岡山県バス協会

<報道機関>

日本放送協会岡山放送局・西日本放送（株）・（株）瀬戸内海放送・山陽放送（株）・

テレビせとうち（株）・岡山放送（株）・井原放送（株）・（株）倉敷ケーブルテレビ

（株）吉備ケーブルテレビ・玉島テレビ放送（株）・岡山エフエム放送（株）・

（株）エフエムくらしき・エフエムゆめウェーブ（株）

<住民代表>

NPO法人まちづくり推進機構岡山

<河川管理者、道路管理者、ダム管理者ダム管理者ダム管理者ダム管理者>

中国電力（株）岡山支社・岡山県・高梁川用水土地改良区・農林水産省 中国四国農政局・

中国地方整備局 岡山河川事務所 岡山国道事務所

<その他>

岡山県警察本部・陸上自衛隊日本原駐屯地・気象庁 岡山地方気象台

◆検討・確認内容

・多機関連携型タイムラインの具体的イメージ

・検討スケジュール

防災行動計画検討部会
（高梁川水害タイムライン検討会）第２回検討会

防災行動計画検討部会
（高梁川水害タイムライン検討会）第３回検討会
◆「高梁川水害タイムライン《2019年度版》」の完成

以降、定期的にＰＤＣＡによる振り返り、改善、運用を継続的に実施する。

2019.5.10

2019.6.11

「誰が」「誰が」「誰が」「誰が」「いつ」「いつ」「いつ」「いつ」 「何を」「何を」「何を」「何を」

◆タイムライン（ＴＬ）レベル
レベルごとに「目標」、「時間
の目安」、「情報・状況」を整
理

◆対応行動
行動項目を3階層に
分けて整理

◆関係機関
機関ごとの役割◎/○で
表示
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レベル
目標

時

間

の

目

安

情報・状況

（情報収集1） -72h 3日後に台風が岡山市に影

響する恐れ

（意思決定1） -72h 3日後に台風が岡山市に影

響する恐れ

-72hレベル1 内部

調整

3日後に台風が岡山市に影

響する恐れ

（情報収集2） -48h 2日後に台風が岡山市に影

響する恐れ

対応行動

行動項目

（第1階層）

行動細目

（第2階層）
No

行動手順・内容

（第3階層）

資機材の準備 12 水防資機材の確認

体制の構築準備 13 課員の動員体制の確認

14 人員の確保

15 土のう・資機材の準備

16 土のうの配布

対応状況の伝達 17 土のう配布状況の伝達

水防活動の準備
希望市民への土のう配布
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■タイムラインは、台風上陸3日前頃から災害発生までの間、関係機関がとるべき行動項目

を行動手順・内容までの詳細な対応について各機関・部署毎に時系列に整理するもので、

検討会構成メンバーが共有。水害時は対応のチェックリストとして活用する。

◆平成30年7月豪雨を受け、高梁川水系全体で風水害に備えたタイムラインを検討することを
目的に、防災行動計画検討部会を平成30年12月27日に設置。
◆ 河川の水位やダム放流等の情報河川の水位やダム放流等の情報河川の水位やダム放流等の情報河川の水位やダム放流等の情報を共有し、関係機関（ダム管理者を含む）の的確な防災行
動を支援する、高梁川水害タイムラインを2019年出水期までに策定・運用する予定。

タイムライン検討会の開催概要

高梁川流域におけるソフト対策（多機関連携型タイムライン）

ダム放流等情報の共有
� 高梁川水系上流ダム合同管理連絡会議の開催高梁川水系上流ダム合同管理連絡会議の開催高梁川水系上流ダム合同管理連絡会議の開催高梁川水系上流ダム合同管理連絡会議の開催

・情報伝達について意見交換や訓練を実施。
（出席者：国、県、市、警察、消防、ダム管理者、河川管理者）

・ダム放流通知様式の改善

関係機関への通知様式を重要度が伝わるように改善を行う。

� 新成羽川ダムのダム諸量について、「川の防災情報」で公開新成羽川ダムのダム諸量について、「川の防災情報」で公開新成羽川ダムのダム諸量について、「川の防災情報」で公開新成羽川ダムのダム諸量について、「川の防災情報」で公開 12


